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An opportunity awaiting to happen this summer

BHUTANJAPAN

“Bhutan – Japan Friendship Offer”

ゲネカ　ティンプー　（８月１５日から１６日の予定）

昨年よりティンプー県ゲネカ村でも松茸フェスティバルが開催されており
ます。詳細に付きましては、旅行会社にお問い合わせください。
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CELEBRATING

30
YEAR 

OF FRIENDSHIP

松茸フェスティバル　(MATSUTAKA MUSHRUOOMS FESTIVAL) 
ウラ　ブムタン（８月２３日から８月２４日　仮予定）

和食の食材の最高峰である松茸は、中央ブータンのブムタン地方のウラの谷の特産です。お祭りを訪れる人
は、野生の松茸を探して収穫する方法を学ぶこともできます。運が良ければ、よい香りのする森の中のトレイル
を歩いて、ご自分で野生松茸を収穫するチャンスもあるかもしれません。



ブータンと日本の友好関係を記念して

ニマルン　ツェチュ　(NIMALUNG TSHECHU) （6月13日から6月15日）

このお祭りは、ブムタンの美しいチュメの谷にあるニマルン・ラカンで行われるものです。このお祭りのハイライト
は、縦は9メートル、横は12メートルにも及ぶグル・リンポチェのトンドルと呼ばれる巨大な仏画です。

クジェ・ラカン　ツェチュ　(KURJEY LHAKHANG TSHECHU) （6月15日）

クジェ・ラカン・ツェチュはグル・リンポチェのお誕生日の日に開催されるお祭りです。お祭りでは、グル・リンポチェ
の８へんげの踊りなどの仮面ダンスや、伝統的フォークダンスが行われます。

Ura, Bumthang

スペシャルオファーに加え、旅行者の方々は、オファーの時期に行われる下記のお祭りをお楽しみ頂くことが出来
ます。こうしたお祭りでは、古くから長きに渡り続くブータンの伝統の素晴らしさを垣間見ることができます。
＊お祭りは様々な事情で直前に日程が変更される可能性がございますので、開催日時に関しては、お使いの旅行
会社にご確認ください。

ハ　サマー・フェスティバル　(HAA SUMMER FESTIVAL ) （7月5日から７月6日）

旅行者がブータンでの生活や文化などを体験することができるように、ハのサマーフェスティバルは２日間に渡り
行われています。仮面ダンスやブータンの伝統的なフォークダンス・歌の他に、遊牧民のテントなどが展示されて
おり、彼らの実際の生活がどのようなものか垣間見ることも出来ます。食べ物を売る出店でヒュンテと呼ばれるハ
の特産の食べ物を味わったりすることもできます。また、ハでは民泊にて、実際のブータン人の生活や
おもてなしを楽しむことも出来ます。

Druk Wangyal Chortens, Dochula

２０１６年の今年、ブータンと日本は外交関係樹立３０周年を向かえました。外交関係を正式に樹立して以降、
ブータンにとり日本は開発発展のための重要なパートナーであり続けています。農業分野では、ブータンでは尊
敬を込めてダショー・ニシオカと呼ばれる西岡京治先生が外交樹立以前の１９６４年から２８年もの長きに渡
り、ブータンの農業の発展のために尽力しました。
ブータンが1974年に観光客の受け入れを開始した翌年、日本からの最初の旅行客がブータンを訪れました。そ
れ以降、ブータンの観光業にとり、日本は大切な国であり続けています。
2011年に現国王と王妃が日本を訪れたことにより、日本国内でのブータンへの認知度が高まりました。その結
果、2012年のブータンへの旅行者数は飛躍的に伸び、ブータンに対する更なる好印象をもたらすこととなりまし
た。
今回、外交樹立30周年を記念し、ブータンと日本の関係を更に深めることとなるであろう特別なプロモーション
を行えることを大変嬉しく思います。

諸条件

１．	 旅行者は、ご自分で、または日本の旅行会社を通して、認可されたブータン現地旅行会社に
	 てご旅行を手配して頂く必要がございます。
２．	 このオファーは、2016年6月1日から8月31日までのものとなります。
３．	 このオファーは日本国籍を有する方のみ対象とさせて頂きます。

ブータン・日本親善オファー

ブータン・日本親善オファーは、2016年の6月、7月、8月に日本国籍を有する方々のために実施されるものです。
オファーは下記のものを含みます。

１．	 このオファー時期（６月から８月）は、一泊US200ドルの最低公定料金を撤廃いたします。お一人様一
	 泊につき、US65ドルの内国税（ロイヤリティ）と旅行に掛かる実費をお支払い頂くことになります。
２．	 ドゥルックエアーとブータンエアラインズは航空運賃の５０％の割引をいたします。
３．	 ホテルは最大５０％までの割引をいたします。
４．	 食事をするレストランやホテルなどの施設やサービスを選択して頂くことが可能です。但し、こちらの
	 選択肢は、公定料金にてご旅行される際と同じ品質の施設やサービスから選択して頂くことになりま
	 す。三つ星以上のホテルの滞在、ライセンスを持ったガイドを雇うことは必須となります。


